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土  木  課 

 

横川省三記念公園の基本設計について 

 

 虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業に伴い再整備される横川省三記

念公園について、地元町会や小学校等を対象に意見交換を行い、区民要望を反

映した基本設計を策定しました。 

 

１ 公園の概要 

（１）経 緯 

昭和１２年１２月  横川省三遺跡保存会から麻布箪笥町２４番地の横川 

省三邸宅跡地を公園用地として東京市に寄付 

 昭和１３年１１月  市営公園として開園（面積４０１㎡） 

 昭和２５年１０月  東京市から移管され区立公園として開園 

 昭和３９年７月   首都高速道路整備事業に伴い廃園 

 昭和４１年４月   同事業に伴い麻布台一丁目４番６号に移設開園 

（面積５７２㎡） 

 平成３１年４月   本地区における再開発事業に伴い廃園 

（２）土地の概要 

  ア 所 在   麻布台一丁目１００１番１（地番） 

  イ 面 積   ７７０．０㎡ 

  ウ 所 有   港区 

（３）整備主体と整備後の管理主体 

  再開発組合が公園の整備費用を全額負担し、整備を行います。 

  また、供用開始後は、管理組合等が維持管理協定に基づき、公園の日常管

理（維持・修繕）を行います。 

 

※ 別紙１「再開発事業の概要」参照 

  別紙２「旧横川省三記念公園について」参照 

 

２ 基本設計 

（１）コンセプト 

 区民要望等を踏まえ、「遊び、集いたくなる、地域に開かれた緑豊かな公園」

の整備に向け、５つのコンセプトを設定しました。 

 ア 障害の有無に関わらず、誰もが分け隔てなく遊べる、インクルーシブ※ 

な空間 
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 イ 人々が集うにぎわいの場 

 ウ 地域に親しまれる開かれた空間 

 エ 人にも生き物にも優しい緑 

オ 公園の歴史の継承 

※インクルーシブ：包含性。すべてを含むという意味があります。 

（２）ゾーニング 

  公園が利用しやすい空間となるよう、４つのゾーン分けをしました。 

さらに、民間敷地との一体整備により、公園面積（７７０㎡）以上となる約

１，０００㎡の公園空間を創出します。 

  ア 土手遊びゾーン 

① 勾配の異なる土手を設け、障害がある子も一緒に遊べるよう、動線を

確保しながら多様な遊具を設置します。 

② 幼児から小学生まで、幅広い年齢層の子ども達が遊べるよう、難易度

の異なる遊具を設置します。 

③ 土手を上るスロープは車椅子利用者も介助者と一緒に上れます。 

④ 土手を上るスロープの壁には、感覚刺激を楽しめるよう、五感を使う

遊具を設置します。 

⑤ 土手及び土手下をゴムチップ舗装とし、遊び方を拡げるとともに、動

きやすく安全な遊び場とします。 

 イ オープンスペースゾーン 

① 地域の方々が集い、地域コミュニティの形成に寄与します。 

② 災害時に活用できるかまどをベンチ内に収納します。 

③ 来園者同士の交流が生まれるようなイベントの開催が可能です。 

④ 保護者が子どもを安心して見守れる位置にベンチを配置します。 

⑤ 省エネ対策としてソーラー式の時計を設置します。 

⑥ だれでもトイレと水飲み場を設置し、保育園の代替園庭としても利用

が可能です。 

ウ 自然学習エリアゾーン 

① より広い緑地空間とするため、民間敷地と一体的に整備します。 

② 木立の中に分け入り、駆け回ることができます。 

③ 自然観察会の開催が可能です。 

④ 生物多様性に配慮し、在来種を中心とした植栽や野生の小鳥が好む実

や花を持つ木を配植し、身近に自然を感じられる空間とします。 

⑤ 高齢者、障害者等が利用しやすい、ユニバーサルデザインに配慮した

テーブルとベンチを配置します。 
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エ 歴史の継承ゾーン 

   旧横川省三記念公園に設置してあった横川氏記念碑や国旗掲揚台、また、 

地元に古くから愛され続けたカエルの水飲みを複製し、さらにはカニのレ 

リーフを配置します。 

  オ その他（公園を補完する施設等） 

① 公園を囲む地区幹線道路 1 号と歩行者通路を、誰もが円滑に移動  

できるよう、民間敷地内に民間管理によるエレベータ及び通路が設け

られます。 

② 再開発敷地の中心にある広場１号約６，０００㎡を広く一般に開放し、

公園と同等の空間が提供されます。 

（３）施設概要 

  本公園では、以下の施設を配置します。 

  舗  装：ゴムチップ舗装 

  遊戯施設：滑り台、登りあそび遊具、でこぼこ、砂場、五感遊び遊具 

修景施設：横川省三氏記念碑、国旗掲揚台、カエルの像、カニのレリーフ 

  休養施設：かまど収納ベンチ、かご緑段（ベンチ機能あり）、東屋、 

テーブル・ベンチ 

  便益施設：だれでもトイレ、水飲み場、ソーラー時計 

管理施設：防護柵、園名板、制札板、園灯 

（４）植栽計画 

 再開発敷地内と一体的な植栽計画としており、四季を感じられるようコブシ 

やサクラなど花の咲く樹種や、自然学習が出来るよう実のなる樹種や鳥の餌と 

なる樹種を選定しています。また、横川氏生誕の盛岡市の木「カツラ」を記念 

碑の傍に配植します。 

 

※ 別紙３「施設配置図・ゾーニング図」参照 

  別紙４「横川省三記念公園基本設計」参照 

 

３ 今後のスケジュール（案） 

 令和３年１０月   地元説明会 

令和４年８月     工事着手 

令和５年３月    港区立公園条例の改正（第１回定例会） 

 令和５年４月    横川省三記念公園開設（供用開始） 










